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群馬県障害者施設等共同受注窓口 割振り基準 
 

 

群馬県障害者施設等共同受注窓口における割振り基準を以下のとおり定め、受注の割振りの公平

性、公正性を確保するものとする。  

 

１．受注の分類と割振り基準の適用  

窓口が発注者よりメール・電話・ＦＡＸ・インターネット等により注文を受け、各事業所と 

仲介・調整を行います。 

小口受注・大口受注にかかわらず、４半期毎に斡旋手数料（発注金額の５％）を徴収します。 

窓口に加入・非加入の条件は問わず、斡旋手数料は一律とする。 

 

 

 

（１）小口受注（1つの事業所で受注可能な数量や規模の注文） 

発注者は、事業所、もしくは群馬県社会就労センター協議会と契約を締結する。 

窓口は発注者の要望にそって希望内容の確認や事業所選定、契約締結～作業完了までを管理

し、発注者に結果を提供。今後の受注に関するアンケート調査等を行う。 

★発注者より事業所の指定がなければ、メールにて受注希望調査を行います。 

 納期が短い場合、複数事業所より手が上がった場合は下記割り振り基準や依頼場所との 

位置関係をもとに事業所の選定を行い、選定結果をメールにて連絡致します。 

１）共同受注窓口に新規加入した事業所 

２）窓口からの発注頻度が少ない事業所 

３）平均工賃の少ない事業所 

 

（２）大口受注（1つの事業所では受注が難しい、規模の大きい注文や数量の多い注文） 

発注者は、群馬県社会就労センター協議会と契約を締結する。 

窓口は発注者の要望にそって希望内容の確認や事業所選定、契約締結～作業完了までを管理

し、発注者に結果を提供。今後の受注に関するアンケート調査等を行う。 

 

★発注者より注文の規模や業務内容を確認し、複数の事業所が合同で仕事にあたるよう調整を

行います。メールにて受注希望調査を行います。 

★窓口が受注者となり、合同で業務にあたる事業所へそれぞれ業務内容や作業数量を調整し、

メールにて連絡します。 

★作業完了し発注者から振込確認後、窓口より事業所へ工賃をお支払いします。 

 

障害者施設等 発 注 者 窓口事務局 受発注の調整 注文 



２．対象事業所  

群馬県障害者施設等共同受注窓口に登録している事業所（登録は随時受付） 

・登録が可能な事業所は、群馬県内に所在する以下の事業所とする。 

 １）就労継続支援A型事業所 

 ２）就労継続支援B型事業所 

 ３）地域活動支援センター 

 ４）生産活動を行っている生活介護事業所 

 

３．注文依頼から作業完了までの流れ 

１）群馬県障害者施設等共同受注窓口事務局からメールが届く 

※ info@gunma-kyodo.jp からのメールを受信できるよう設定をお願いします。 

２）届いたメールに期限までに返信する 

複数の近隣事業所あて、あるいは個別送信の際は作業の可否を必ずご回答ください。 

※ 依頼内容によっては、事前に見本写真や見積金額を提示していただく場合があります。 

３）群馬県障害者施設等共同受注窓口事務局から受注可不可の選定結果メールが届く 

４）製品を納品する、請負作業を完了する 

 

インボイス対応について 

インボイス登録事業所は、請求書に必ず登録番号を記載したインボイスをご提出ください。 

≪免税事業所にかかわるインボイス対応ついて≫ 

群馬県社会就労センター協議会で課税事業者として登録しています。免税事業所で不利になる 

受発注がある場合は、事務局を通して３者契約を行って受注することで、課税事業所として請負

うことが可能です。 

※請求処理は事業所から実績報告と請求書を群馬県社会就労センター協議会事務局に提出、 

群馬県社会就労センター協議会より発注者へ請求書を発行します。 

※インボイス対応により３者契約を行った場合でも、斡旋手数料以外に要する経費はありませ

ん。 

 

【除草・清掃等役務作業の場合】 

事業所確定後、発注担当者と作業スケジュールについて打ち合わせを行い、作業を行う。 

作業完了後は、窓口に作業完了の連絡と報告写真を提出する。 

（作業前・作業中・作業後等、要する撮影写真は仕様書に記載されています） 

直接発注者と契約している場合は事業所の口座に作業工賃が振り込まれますが、３者契約の場合

は事務局に作業工賃が振り込まれるため、先方からの入金確認後に事業所へお支払いとなりま

す。 

斡旋手数料について 

小口受注・大口受注・会員加入の可否に限らず、事務局を通じて得た作業には斡旋手数料がかか

ります。斡旋手数料は発注金額（税込）の５％です。 



斡旋手数料等は４半期ごとに県へ報告し、研修講師費用や販売会の会場代や備品借用等、必要経

費に充当しています。 

４半期ごとに窓口から事業所へ請求書をお送りしますので、お支払いをお願いいたします。 

マッチング受注結果については、メール配信やホームページにて公開しております。 


